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１．平成１６年度海事局関係予算総括表

（１）行政経費
　　　　

　　　　　（単位：百万円）

１．安全、保安対策と環境保全 626 587 1.07

２．海上輸送の活性化 4,748 5,020 0.95

３．造船産業と技術開発 820 564 1.46

４．国民の海洋利用活性化 109 133 0.82

５．その他の経費 936 1,026 0.91

7,240 7,330 0.99

（２）独立行政法人経費
　　　　　（単位：百万円）

　海上技術安全研究所運営費交付金 3,089 3,368 0.92

　改革推進公共投資海上技術安全研究所施設整備資金貸付金償還時補助金 81 0 －

16年度

（Ａ） （Ｂ） （Ａ/Ｂ）

対前年度
倍　率

（Ａ/Ｂ）

前年度 対前年度
予算額 予算額 倍　率区　　　　　　　　　分

合　　　　　計

16年度
予算額
（Ａ）

区　　　　　　　　　分
前年度
予算額
（Ｂ）

　海技大学校運営費交付金 1,230 1,234 1.00

  海技大学校施設整備費補助金 0 23 0.00

　航海訓練所運営費交付金 6,666 7,422 0.90

　航海訓練所船舶建造費補助金 1,137 1,176 0.97

　海員学校運営費交付金 1,835 1,974 0.93

　海員学校施設整備補助金 213 201 1.06

14,251 15,398 0.93

（３）財政投融資計画等総括表
　　　　　（単位：百万円）

　　　資金内訳
16年度 前年度 倍率 16年度 前年度 倍率

　区　分 （Ａ） （Ｂ） (A/B) （Ａ） （Ｂ） (A/B)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
　船舶勘定 26,900 27,200 0.99 116,924 141,660 0.83

　

財政投融資 自己資金等との合計

合　　　　　計



２．海事局の主要事項      

Ⅰ 安全、保安対策と環境保全 

 

放置座礁船対策の概要放置座礁船対策の概要

○全国に１０隻の放置座礁外国船が存在
○いずれも保険に未加入

○やむを得ず自治体が油防除・撤去の場合も

チ
ル
ソ
ン
号
の
撤
去
風
景

（茨
城
県
日
立
港
）

○保険加入が義務付けられていない
　　→　外国船の平均保険加入率７３％

○船主が海外に所在する場合、責任追及が

困難

　

そ
の
結
果

その原因

対　策

【放置座礁船対策】【放置座礁船対策】

○入港船舶に対する保険加入の義務付け、

無保険船に対する入港禁止等の制度の導

入（情報システム構築）　　　　【予算額：33百万円】

○外国船舶が座礁した場合に船主に代わっ

て油防除を行う地方公共団体に対し、国が

一定の支援を行う制度を創設
【予算額：100百万円】

なお、船舶撤去に関しては、港湾等における既存の補助

制度を拡充

対

策

放置座礁外国船
（沖縄県那覇港）

貨物船（パナマ）

冷凍運搬船
（ベリーズ）

貨物船（パナマ）

貨物船（パナマ）

クレーン台船（韓国）

曳船（ベリーズ）

貨物船
（シンガポール）

貨物船（ロシア）
貨物船（ロシア）
水産物運搬船（ロシア）

 
 

放置座礁船対策の推進 
                         １３３百万円 （新規） 
                   （うち海事局 ３３百万円） 
○ 目 的 

一定の船舶に保険加入を義務付ける等の制度を導入するとともに、地方公共団

体が行った油等防除措置に関し国の支援措置を創設することにより、被害者の保

護と良好な海洋環境の保全を図る。 

○ 内 容 

一定の船舶の船舶所有者等に対し船主責任保険等に加入することを義務付ける

等の制度の導入及び油等防除措置に関する国の支援措置の創設 



ポートステートコントロール体制等の整備

●ＰＳＣ（外国船舶監督）とは、船舶の航行の安全及び海洋環境の保護の観点から、
　寄港国により外国船舶に対し行われる監督（立入検査）

我が国の実施体制
　平成９年より「外国船舶監督官」を全国に
　配置し、毎年その体制を強化
※平成１５年度：４１官署１０３名の体制

効
果

●サブスタンダード船 （条約の基準に適合しない船 ）の排除
●入港船舶による海難等の危険の防止

※改正ＳＯＬＡＳ条約 （テロ防止関連）に伴い、平成１６年７月から
　 テロ対策のＰＳＣを追加

万景 峰９２号

（主な予算）

１．応援のための派遣旅費の確保

２．語学力強化のための研修の実施

平成１５年５月以降
●万景峰９２号の来港情報　　

●北朝鮮籍船へのＰＳＣの実施
↓

社会的関心・期待の高まり
ＰＳＣの重要性の高まり

ポートステートコントロール体制等の整備 
                   １３２百万円 （前年度 １０６百万円）

○ 目 的 

欠陥率の高い国の船舶に重点的にポートステートコントロール（ＰＳＣ：外国

船舶への立入検査）を実施する体制等を強化することにより、国際基準を満たさ

ない船舶を排除し、我が国近海の海上航行の安全及び海洋環境保護を確保する。

○ 内 容 

・ ＰＳＣを円滑かつ効果的に実施するため、外国語研修等の充実により同官の更

なる資質の向上を図る。 

・ 欠陥率の高い国の船舶に対し集中的にＰＳＣを実施するため検査旅費の充実

を図る。 



       
 
 

改
正
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
Ｓ
条
約

　
　
　
　
　
　
　

（２
０
０
４
年
７
月
発
効
）

保安のための機器
の設置

保安計画の策定

保安体制の構築

証書の発給

定期的な検査

最初の検査

承　　認

改正SOLAS条約に対応したテロ対策スキーム

船舶所有者

 

船舶に対する不法行為の防止及び抑制対策の実施 
                           ６百万円 （新規） 
                                    
○ 目 的 

海上運送に関する不法な行為の防止及び抑制を目的としてＳＯＬＡＳ条約が改

正され、平成１６年７月１日に発効することとなっている。主な内容は、船舶・

港湾施設に対して保安計画の策定、保安体制の構築、保安のための機器の設置等

を義務付け、それらに対し国等による検査等を要求するものである。 

当該条約の的確な実施を確保し、海上運送に関する不法な行為の防止及び抑制

を図る。 

○ 内 容 

・ 所要の検査等を実施する。 

・ 船舶の不法行為の防止体制を構築する会社等の関係者に対し制度に関し説明

会を開催する。 



       

船 員デ ー タ電 子化 の 必要 性

９．１１米国同時多 発テロ等を受けたテロ対策強化 の必要性

旅行者、船員等 の身分証 明書の偽造 、成 りすまし等に
よる交通機 関への 不法な侵 入の 防止の 必要性

船員 等の同 一性確認強化による
船舶を利 用した テロ脅威 の抑止の必 要性

船 員 の 本 人 確 認 の 強 化 が 必 要 との 国 際 的 な 認 識

船 員 デ ータ（船 員手 帳 等）の電 子 化

バイオメトリクス等
技術の 進歩

船員の 身分証 明 方式 に
関 する 条約 の 採択 （ＩＬＯ ）

船 員 の 身 分 証 明 の 確 実 化 に よ る
海 事 保 安 の 実 現

船 員行 政 の効 率 化にも
資 する

パ スポート
の ＩＣ化 の
検 討
・ＩＣ ＡＯ

海事保安のための基盤システムの構築（船員データの電子化） 
                         ８０百万円 （新規） 
                    
○目 的 

  船員データの電子化により船員行政を効率化するとともに、船員の身分証明機能

を有する船員手帳等にバイオメトリクスを取り入れることにより海事保安の強化を

図る。 

○内 容  

① 船員データ電子化に当たっての問題点の整理 

② 船員データ電子化のためのシステムの検討 

③ 試作品の作成 

④ 評価及びシステム設計 

⑤ 国内外の諸情勢の把握 



 
 
 

■ＮＯｘ、ＳＯｘ等の排出量の抜本的な低減

さらなる環境保全に向けた技術開発の推進
と新技術の普及促進が急務

さらなる環境保全に向けた技術開発の推進
と新技術の普及促進が急務

■抜本的な環境負荷低減の基盤を確立

■我が国造船産業の国際競争力の強化

　　　　　　　技術開発等の推進　　　　　　　技術開発等の推進

ＭＡＲＰＯＬ条約 附属書Ⅵの国内法制化ＭＡＲＰＯＬ条約 附属書Ⅵの国内法制化

・NOxの排出規制

・燃料油の使用規制　　　等

船舶からの環境負荷低減（大気汚染・地球温暖化防止）のための総合対策船舶からの環境負荷低減（大気汚染・地球温暖化防止）のための総合対策

■船舶からの排出ガス等を規制するＭＡＲＰＯＬ
　条約附属書Ⅵが平成１６年中に発効見込み
■５年毎の規制値の見直し

■船舶からの排出ガス等を規制するＭＡＲＰＯＬ
　条約附属書Ⅵが平成１６年中に発効見込み
■５年毎の規制値の見直し

■NOx　・・・約７２万トン
　　　　　　　　　（国内総排出量比：約３０％）
■SOx　・・・約２７万トン
　　　　　　　　　（国内総排出量比：約２５％）
■ＣＯ２ ・・・約１４１４万トン
　　　　　　　　　（国内総排出量比：約１．１％）

■船舶からの排出ガスについては規制なし

■NOx　・・・約７２万トン
　　　　　　　　　（国内総排出量比：約３０％）
■SOx　・・・約２７万トン
　　　　　　　　　（国内総排出量比：約２５％）
■ＣＯ２ ・・・約１４１４万トン
　　　　　　　　　（国内総排出量比：約１．１％）

■船舶からの排出ガスについては規制なし

・高機能排煙処理システムの研究開発　
・超臨界水を利用したディーゼル機関のＦ／Ｓ調査等

船舶からの大気汚染の現状船舶からの大気汚染の現状

70%

30%

NOx排出量 (72万t)

25%

75%

SOx排出量 (27万t)

船舶船舶

1.1%

98.9%

CO2排出量 (1414万t)

船舶

国際的な動き国際的な動き

ＮＯｘ排出量
約１０％低減

(現存船比)

 
 

船舶からの環境負荷低減（大気汚染・地球温暖化防止関連）のための総合対策 
                         ７６百万円 （新 規） 

○ 目 的 

船舶からの排出ガスについて、環境基準等の規制の策定・実施と新技術の開発・

普及を一体的に推進することにより、大気汚染・地球温暖化の防止を図ることを

目的とする。 

○ 内 容 

・船舶からの大気汚染・地球温暖化に関する新技術等の研究開発・調査 

 ・環境規制の導入にあたって必要となるロードマップの策定のための調査 等 

 



ＦＲＰ廃船の高度リサイクルシステムの構築

経済的なＦＲＰ廃船リサイクルシステム

セメント工場等

プレジャーボート

漁船

建廃材等
（ＦＲＰ製品）

ＦＲＰ船と他のＦＲＰ廃材
のベスト・ミックスによる
リサイクル処理

リサイクル工程
リサイクル工程

輸送
粉砕・調合

解体・破砕工程
解体・破砕工程

分別・解体

 

１６年度 １７年度

ＦＲＰ廃船リサイクルシステムの構築スケジュール

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度

リサイクル要素技術の研究開発

リサイクルシステム総合実証試験

リサイクル制度化の検討・確立

リ
サ
イ
ク
ル
制
度
運
用
開
始

リサイクル
システム

モデル検討

リユース技術の研究開発

 

ＦＲＰ廃船の高度リサイクルシステムの構築 

                  ７６百万円 （前年度 １４４百万円）

○目 的 

  ＦＲＰ廃船の不法投棄、放置艇の沈廃船化等社会的問題に対処するため、Ｆ

ＲＰ廃船の適正な処理体制を確立し、もって、循環型社会の構築や資源の有効

活用等の社会的要請に応えることとする。 

○内 容 

経済的なＦＲＰ船のリサイクルシステムを構築するため、 

・リサイクルシステム制度化に向けた検討 

・地域におけるリサイクルシステム構築のための関係者間の連絡調整及び調

査 等 

を実施する。 



 
 

国連環境計画
（UNEP）

国連環境計画
（UNEP）

海上安全及び海洋環境保全に対する国際的な取り組みの強化

安全で美しい海の実現安全で美しい海の実現安全で美しい海の実現安全で美しい海の実現

（船舶の解撤によ
　る環境破壊）

環境破壊
（船舶の解撤によ
　る環境破壊）

環境破壊

○海上安全の確保と
　　　海洋環境保全

－サブスタンダード船の
　　　　　　　　　排除－

国際海事機関
(IMO)

我が国のイニシアティブ
　　　・交通に関する大臣会合
　　・各機関への提案・実現

我が国のイニシアティブ
　　　・交通に関する大臣会合
　　・各機関への提案・実現

・国際標準化機構(ISO)
・国際電気標準会議（IEC）

●サブスタンダード船の排除・交通大臣会合のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

・テロ対策のための海事保安システム調査委託　

●海洋環境の保全

●海上安全・テロ対策

・国際的機構（ＩＳＯ，ＩＥＣ等）への対応

・ＥＱＵＡＳＩＳの維持・発展
・ＩＭＯにおける旗国の条約実施体制確保のための制度の構築

－クオリティーシッピングの
　　　　　　　　　　　　　実現－

（ナホトカ号、エリカ号、
　プレステージ号事故）

海難事故沖縄ｻﾐｯﾄ2000、ｶﾅﾀﾞ・ｶﾅﾅｽｷｽｻﾐｯﾄ2002、
仏・エビアンサミット2003

などの国際約束

・大規模油汚染、大気・水質汚染の防止対策に関する研究の推進

・船舶のリサイクルに係る国際的グランドデザインの構築

・有害危険物質の海上輸送時における事故の被害者救済の充実

 
 
 
 

海上安全及び海洋環境保全に対する国際的な取組みの強化 
 ７０百万円 （前年度 ９３百万円） 

○ 目 的 

世界有数の海運・造船国である我が国が、ＩＭＯ（国際海事機関）等における

国際的検討をリードし、世界的な海上安全の向上・海洋環境の保全に貢献する。

○ 内 容 

・ テロ対策のための海事保安システムの構築 

・ 船舶のリサイクルに係る国際的グランドデザインの構築 

・ タンカーによる大規模油汚染の防止対策に関する研究の推進 

・ IMOにおける旗国の条約実施体制確保のための制度の構築 

・ 国際的機構（ISO等）への対応 

・  船舶の防汚方法規制に関する取組みの推進 

・ 有害危険物質汚染賠償保障条約への対応 



 

Ⅱ 海上輸送の活性化 

海上物流の高度化に資する船舶の建造促進による内航海運活性化 

                           １８６百万円（新規） 

○ 目 的 

海上物流の高度化に資する船舶（物流高度化船）の建造を促進することに

より、内航海運の活性化を図ることを目的とする。 

○ 内 容 

船舶共有建造制度を活用して物流高度化船を建造する場合において船舶使

用料の減免を行うために必要な経費を鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対

して補給する。 

 

 

 

内航海運の活性化に寄与

鉄道建設・運輸施設整備支援機構の船舶
共有建造制度を活用した物流高度化船の

建造について支援措置を実施

物流高度化船の建造促進の必要性物流高度化船の建造促進の必要性

環境保全に対する取り組みの必要性

物流効率化の要請の高まり 内航海運を取り巻く経済環境の変化

モーダルシフト等による物流効
率化・環境保全対策への寄与

モーダルシフト等による物流効
率化・環境保全対策への寄与

国内海運業界の競争基盤の強化国内海運業界の競争基盤の強化

 



   

１３年度
（当初）

民間金融機関

政府保証

鉄道・運輸機構

商　工　中　金

民間金融機関等

内航総連

保有船舶を解撤

等する者

船舶 建 造者

１．内航海運暫定措置事業の概要

融資等

返済

交付金

納付金

融資

２．シンデレラ・プロジェクト

（平成１５年３月現在の交付金未受給者等）
　　　４５３事業者・５０２隻・５８万トン・約３１５億円

（単位：億円）

資 　金 　枠

政府保証枠

７００

２１０

８００

２９０

９００

３７０ ５３０

１，１００

：１５年度以降、船齢１５年超船舶は交付金交付の
　対象としないことによる解撤促進策

３．船舶建造・解撤の実績（平成１０年からの累計。平成１５年１１月現在の認定ベース）

トン数（隻数） 金額

解撤

建造

差引

▲228万トン(▲1,963隻)(注１)

87万トン(　　342隻)

▲142万トン(▲1,621隻)(注２)

交付金　1,243億円

納付金　　294億円　

（注１）代替建造等による解撤分を含む
（注２）トン数については、四捨五入の関係で差引の計算は合わない。

１３年度
（補正）

１４・１５年度
（当初）

１６年度

・平成１０年５月、内航海運の活性化を図るため、導入。
・①Ｓ＆Ｂ方式による船腹調整事業解消に伴い、無価値化した引当資格の経済的
　　影響を考慮したソフトランディング策
　②船腹需給の適正化等を図る構造改革策

　早期の交付金交付を行い、セーフティネットとしての
暫定措置事業の円滑かつ着実な実施を図る必要。

暫定措置事業に係る内航総連の所要資金額

 

内航海運暫定措置事業の着実な実施 
                 政府保証契約の限度額の設定 ５３０億円 

（前年度 ３７０億円）

○ 目 的 

内航海運の活性化を図るため、内航海運暫定措置事業を円滑かつ着実に実施す

る。 

○ 内 容 

暫定措置事業のシンデレラ・プロジェクトによる大量の船舶解撤等に対応する

ため必要な資金の一部について政府保証を行う。 



 
 
 
 

離 島 航 路 補 助 の 実 施 航 路

北海道

（焼尻・天売）

青森県

（下北）

宮城県

 （出島、江島 、

網地島等６航路）

山形県

 （飛島）

新潟県

 （粟島）

東京都

（八丈島、神津島、

小笠原等５航路）

沖縄県

（渡嘉敷島、波照間島、

与那国島、久米島、

大東島等15航路）

愛知県

（佐久島）三重県

（鳥羽）

兵庫県

（沼島）

徳島県

（伊島、出羽島）

京都府

（舞鶴）岡山県

（高島、六島）

石川県

（ 舳倉島 ）

広島県

（走島、阿多田島、

百島、斎島等７航路）

山口県

（萩・見島、大津島、祝島、

六連島、平郡島等15航路）

福岡県

（地島、大島、

相ノ島等６航路）

佐賀県

（馬渡島、小川島、

加唐島）

長崎県

（五島列島、対馬、

壱岐島、小値賀島、

蛎浦島等26航路）

鹿児島県

（甑島、十島、三島、

奄美大島等６航路）

宮崎県

（島野浦島）

大分県

（姫島、保戸島

等４航路）

愛媛県

（魚島、岡村島、大島

日振島、中島等10航路）

香川県

（伊吹島、男木

島、等７航路）

高知県

（宿毛、須崎）

平成１６年度補助対象航路　１２６航路（１２１事業者）

 

 

 

離島航路整備費補助 
                             ３，９０１百万円 

              離島航路補助         ３，８２５百万円 

              バリアフリー化建造費補助      ７６百万円 

（前年度 ３，９２０百万円）

○ 目 的 

「離島航路整備法」に基づき、離島航路を維持・改善を図り、船舶のバリアフ

リー化を推進することにより、高齢者等の移動の円滑化に寄与する。 

○ 内 容 

離島航路事業者に対し、当該航路を維持するために必要な補助金を交付すると

ともに、離島航路就航船舶のバリアフリー化に要する費用の一部を補助する。 



 

現行ターミナル現行ターミナル

1．別個のオ

ペレーション
システムに
よる運営

2．ｹﾞｰﾄ、ｺ　ﾝ
ﾃﾅﾌﾚｰﾄｽﾃｰ
ｼｮﾝ等を個
別に設置

次世代高規格次世代高規格
コンテナターミナルコンテナターミナル

1．総合ｵﾍﾟﾚｰｼｮ
ﾝｼｽﾃﾑによる、
広いターミナ
ルの効率的な
運営

2．ｹﾞｰﾄ、ｺﾝﾃﾅﾌ
ﾚｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ、
ﾒﾝﾃﾅﾝｽｼｮｯﾌﾟ
等の集約・施
設費の節約

統
合

統
合

統
合

【ターミナルシステムの統合・大規模化】

ゲートの統合

ヤード奥行きの拡大

個別の
バース管理

一体的な
バース管理

 
 

 

・港湾コスト（コンテナ1個当たり）の約３割削減

・現在３～４日のリードタイムを１日程度まで短縮

コンテナターミナルの共同化
　・ターミナルの効率的運営
　・荷役機器等の設備投資の抑制　等

・港湾コスト（コンテナ1個当たり）の約３割削減

・現在３～４日のリードタイムを１日程度まで短縮

コンテナターミナルの共同化
　・ターミナルの効率的運営
　・荷役機器等の設備投資の抑制　等

 

港湾物流効率化推進事業（コンテナターミナル共同化推進調査） 
                       ３２百万円（前年度 ４８百万円）

○ 目 的 
我が国コンテナターミナルの国際競争力強化を目指し、①港湾コストは、現状よ

り約３割削減させること、②リードタイムは、現状３～４日を１日程度まで短縮さ

せること、を目標とするスーパー中枢港湾を育成することによりアジアの主要港を

凌ぐコスト・サービスを実現することを目的とする。 
○ 内 容 

コンテナターミナルの共同化を目指し、ゲートの統合やゲート作業の共同化等タ

ーミナルシステムの統合・大規模化や無人ゲートシステム等ターミナルシステムの

ＩＴ化を推進するターミナルにおいて、その運営計画の検討や共同化による効果の

検証等を実施する。 

・ゲートにおけるリードタイムの向上
・情報提供サービスの高度化
・コストの削減・荷役の迅速化
・夜間荷役の安全性向上、労働環境の向上

【ターミナルシステムのIT化】
制御システム

荷役エリアゲート

遠隔操作システム
無線LANシステム

無人ゲートシステム

・コンテナ搬出入予約
システム

・コンテナダメージ
自働チェック



 
 
 

船員の雇用対策 
                               ５９７百万円 
               船員離職者職業転換等給付金   ５６２百万円 
               船員雇用促進対策事業費補助金   ３５百万円 

（前年度     ７９１百万円）

○ 目 的 

離職船員及び若年船員の雇用促進を図るため、職業転換等給付金の支給、技能

訓練事業及び雇用促進事業を実施する。 

○ 内 容 

離職を余儀なくされた船員等のうち、未就職者を対象として船員職業転換等給

付金を支給する。 

船員雇用促進センターが行う技能訓練事業及び雇用促進事業に対し、その一部

を補助する。 

 

船員の雇用促進対策の概要  

離職者 

離職四法に係る 

離職者 

その他の離職者 

船
員
保
険
失
業
保
険
金 

職業転換等給付金 
（離職四法に基づく

給付金の支給） 

離
職
船
員
の
再
就
職
の
促
進 

（注） 

 技能訓練等の実施 
技能訓練事業

船
員
雇
用
促
進
セ
ン
タ
ー

 
・外国船へのあっせん 
 
・新規学卒者に対する 
 トライアル雇用 

雇用促進事業 若
年
者
の
就
職
の
促
進 注：離職四法は下記のとおり。 

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（漁特法） 
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法（漁臨法） 
船員の雇用の促進に関する特別措置法（船特法） 
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法（本四法） 



Ⅲ 造船産業と技術開発       

 

  

0 20 40 60

30歳未満

30歳台

40歳台

50歳以上

%

平均年齢
44.8歳

２１千人

９千人

９千人

５千人

0 20 40 60

30歳未満

30歳台

40歳台

50歳以上

%

平均年齢
36.0歳

１９千人

９千人

９千人

５千人

10年後の技能者の年齢構成現在の技能者の年齢構成

製造業の多くが空洞化する中、国内生産比率ほぼ100%、
半世紀近く世界シェアトップ

我が国造船産業は、国内生産拠点を維持しながら今後も
発展していくべき重要な産業

製造業の多くが空洞化する中、国内生産比率ほぼ100%、
半世紀近く世界シェアトップ

我が国造船産業は、国内生産拠点を維持しながら今後も我が国造船産業は、国内生産拠点を維持しながら今後も
発展していくべき重要な産業発展していくべき重要な産業

1.9万人を新規に採用

高い生産性を支えてきた

熟練技能者が高齢化

次世代人材養成事業による円滑な技能伝承（国費補助）次世代人材養成事業による円滑な技能伝承（国費補助）
　・造船集積地での研修等による新規採用技能者の早期育成

　・人材データベースの構築による高齢技能者の指導者としての活用

我が国造船産業のビジョン
201０年頃において、世界シェア1/3の生産体制の国内維持

（『造船産業競争戦略会議より』）

　　　　　　　　

　　　　　　　　　　かつて存在しなかった構造的問題に直面かつて存在しなかった構造的問題に直面
・技能者の高齢化（わが国造船技能者の約５割が50歳以上）
・下請け依存率が拡大（主要造船所の社外工比率は65%に）
・新卒者の教育基盤の脆弱化（工業高校造船科は12校(S50代)→3校(H16)）
・中小は研修、OJTの余裕無し　

若手技能者中心の年齢構成に
（技能レベル低下の危機）

工程の全自動化が
できない造船業で
は、現場の優秀な
技能者が生産性と

品質の鍵　

・競合国に対抗できる人的資源を確保し、国内生産を守りつつ、世界トップの産業競争力を維持
・今後10年間で約2万人の技能者の雇用を創出し、地域経済を活性化

・競合国に対抗できる人的資源を確保し、国内生産を守りつつ、世界トップの産業競争力を維持
・今後10年間で約2万人の技能者の雇用を創出し、地域経済を活性化

 

造船業の次世代人材養成事業 
                      ５５百万円 （新 規） 
○ 目 的 

次世代を担う人材に効率的な訓練を施して造船に関する「匠」の技能を円滑に伝

承するとともに、人材データベースを構築して技能者の活用を促進することにより、

造船業の技術基盤を維持し国際競争力を確保し、もって雇用創出と地域経済活性化

を図る。 
○ 内 容 

新卒・中途採用者の即戦力化のための座学・実技研修、技能人材データベースの

構築・運用といった造船業における就業・研修サービスを支援する。 
 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （注）従来型のガスタービンと比べ燃料消費量約３０％削減 
 
 
 
 
 
 
 

次世代内航船（スーパーエコシップ）の研究開発 
         ５６４百万円  （前年度 ３２６百万円）

○ 目 的 

・ 内航物流におけるコスト削減及び快適な労働環境を実現して内航海運を活性

化 
・ モーダルシフトの促進及び運輸分野からの環境負荷を低減 

○ 内 容 

ガスタービン対応型新船型及び電気推進式二重反転ポッドプロペラを活用し

た、環境負荷及び輸送コストが小さく、静かで、船上メンテナンスが不要な次世

代内航船の研究開発を行う。 

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 

     

 
  

真横移動も可能 

二重反転ポッドプロペラ 

  
環境負荷低減（NOX 1/10, SOX 2/5, CO2 3/4） 騒音１/１００ 船上メンテナンスフリー 

スーパーマリンガスタービン(注) ＋ 電気推進システム

 
燃料消費量約１０％削減 

 
積載量約２０％増大 

理想の船型 貨物スペースの増大 

次世代内航船推進システム 

 

 

○ 内航輸送コストの削減 
 （モーダルシフトの進展） 
○ 船員の居住・労働環境の改善 

○ 内航海運の活性化 
○ 物流における環境負荷低減 

開発スケジュール 

建造 

要素技術開発 
実寸モデル 
製作・試験 

市場調査・基本設計 

実 

証 

試 

験 

新船型

ポッド

SMGT

船型開発 

（研究開発） （耐久試験） 

次世代内航 
推進システム 
実証機設計 
 
・製造 



 
低環境負荷型外航船（グリーンシップ）の開発 
               ６７百万円 （前年度  ９１百万円）

 
○目 的 

・ 外航海運分野からの環境負荷（バラスト水問題）の低減。 
・ 輸送コストの低減による外航海運の活性化。 
・ 先端技術開発による造船、舶用関連工業の競争力強化。 

○内 容 
外来生物拡散防止を目的としたノンバラスト船型等の開発により、低環境負荷

と採算性を両立した低環境負荷型外航船（グリーンシップ）の研究開発を行う。

 
 

〔ノンバラスト船等の研究開発〕（平成１５年度～１７年度） 
 

ノンバラスト船を後ろから見たイメージ図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外航船による環境負荷の低減 
運航コストの低減 

ノンバラスト船型
Non-Ballast

最適船型の開発

波衝撃圧推定システム
の開発

浅喫水対応推進
システムの開発

通常の船型 

ノンバラスト船の

喫水線 

通常の船の喫水線 
(バラスト水非積載時) 



 
 
 

＜陸上側＞

＜船舶側＞

●定時性・信頼性の向上　等

良好な状態の維持
不稼動の最小化

●船舶の安全管理の合理化

保守整備コストの最適化
船上メンテナンスの軽減

●海難事故・故障の減少

ヒューマンエラーの防止
全体的な安全管理レベルの向上

現状の安全管理
＜経験と技量ベース＞

現状の安全管理
＜経験と技量ベース＞

高度船舶安全管理システム
＜ITを活用したモニタリング、データ管理等がベース＞

高度船舶安全管理システム
＜ITを活用したモニタリング、データ管理等がベース＞

船陸間通信
安全管理ネットワーク

安全性と運航効率性の飛躍的な向上

新技術に対応した規制の見直し新技術に対応した規制の見直し 実船実験を行って、現状と高度化
された船舶とで比較検討

【モニタリング】
　●　巡回等による断片的・断

続的なデータ・情報収集

【モニタリング】
　●　センサー等による詳細デー

タ・情報の連続自動収集
　●　微少な変化の検出

●　コンピューターと
専門家による管理

●　多数の船舶を一
括して管理

【状態診断】
　●　機関長個人の経験と技量

に基づいて判断

【整備】
　●　一律の期間毎のメンテナ

ンス、オーバーホール

【状態診断】
　●　データ分析をベースとした

客観的・科学的判断
　●　劣化、損傷の予測・推定

【整備】
　●　劣化状態に応じた最適な

整備の実施
　●　緊急時における陸上から

の支援

＜船舶側＞

＜陸上側＞

モニタリング技術 状態診断技術

船舶及び船員に係る
社会的規制

 

高度船舶安全管理システムの研究開発 

                  ７３百万円 （前年度  ７５百万円） 

                          
○目 的 

  ＩＴ技術を活用して、船舶の運航管理を高度化するとともに、船舶及び船員

に係る社会的規制の合理的な実施を推進することにより、船舶運航の安全性と

効率性の飛躍的な向上を図る。 

○内 容 

ＩＴ技術を活用して、船舶の推進機関等の状態を陸上から遠隔監視・診断し、

適切な陸上支援を行うことによって、運航管理を高度化・最適化する革新的な

安全管理システムを開発・構築する。併せて、船舶及び船員に係る社会的規制

を見直し、本システムの合理的な実施体制の確立を推進する。 



Ⅳ 国民の海洋利用活性化 

 
 

・小型船舶による
環境問題の顕在化

・ 欧米における規制
開始

・ 大型エンジンの規
制開始

・大気汚染防止（Nox
排出基準策定等）

・水質汚染防止
（VOCs排出基準
策定等）

・騒音防止
　（騒音基準策定等）

小型船舶利用適正化に向けた総合対策

海難等による死亡・行方不明者の減少
環境問題の解消、低減

小型船舶の利用の拡大、関連産業・地域の活性化

小型船舶の
安全機能の向上

船舶職員法改正に
基づく取締活動等の

実施

プレジャーボート
安全利用情報
システムの構築

小型船舶からの
排気ガス・騒音対策

・小型漁船の事故多発

以下の安全基準を策定

－船体の不沈化
－携帯型非常連絡装置
－再乗船設備
－自動ｴﾝｼﾞﾝ停止装置
－漁労作業用低体温防
　 止服　

－遭難者の発見を容易
　にする設備
　　

・昨年６月より酒酔い
　操船や危険操船の
　禁止等が義務化

　　 　　　

・効果的な取締活動、
　行政処分等の実施

・自治体等地域団体
と連携した安全指

　導活動

・法改正の周知徹底

・プレジャーボート
　利用者の増加　　　　　　　　

・海に不慣れな人の
　事故が増加　　　　

　
・船上で航行安全情
　報等をリアルタイム
　で入手できるプレ
　ジャーボート安全
　利用情報システム
　を構築　　　　　　

安全対策 健全な利用振興 環境対策

 

小型船舶利用適正化に向けた総合対策 
                      ５６百万円（前年度 ７２百万円）

○ 目 的 

小型船舶に対する「安全」、「環境」及び「健全な利用振興」に係る対策を総合

的に実施することにより、海難等による死亡・行方不明者数の減少、最近社会問

題化している小型船舶による環境問題の解消・低減、小型船舶の健全な利用振興

及び関連産業や地域の活性化を図る。 

○ 内 容 

・小型船舶の安全機能の向上 

・プレジャーボート安全利用情報システムの構築 

・船舶職員法改正に基づく取締り活動等の実施 

・小型船舶からの排気ガス・騒音対策 


